
令和２年３月３日 

保護者 各位 

碧南市立西端小学校 

 

臨時休校に伴う 3 月分給食費の返金について 

 

 平素は本校の教育について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、見出しのことについて下記のとおりと致しますので、ご理解とご協力をお願いしま

す。 

記 

 

 令和 2 年 2 月 20 日に、3 月分の給食費が前もって口座引き落としされております。口座

引き落としされたご家庭につきましては、3 月末ごろ、給食センターから登録口座に 3 月分

の給食費が返金されます。ご承知おきください。 

 また、口座引き落とし不能等の理由で、現金集金の集金袋をお配りしたご家庭につきまし

ては、2 月分までの集金額を集金袋に入れて、学校へ持ってきていただくようお願いします。

（3 月分の給食費は集金しませんので差し引いた集金額を集金袋に記入してあります。） 

 


